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埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表                         （傍線部分は、改正部分） 

 

改 正 案 現 行 

埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則 埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則 

  

第一条～第十二条 （略） 第一条～第十二条 （略） 

  

別表第一（第二条関係） 別表第一（第二条関係） 

一 建築物（次号に掲げるものを除く。）に関する整備基準 一 建築物（次号に掲げるものを除く。）に関する整備基準 

イ～ハ （略） イ～ハ （略） 

ニ 便所（共同住宅又は寄宿舎の各住戸に設けられるものを除く。） ニ 便所（共同住宅又は寄宿舎の各住戸に設けられるものを除く。） 

(１) 利用者の用に供する便所は、令第十四条第一項の規定の例によ

り、利用者が利用する階の階数に相当する数以上設けること。この

場合において、同項中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する便所」とあるのは「利用者の用に供

する便所」と読み替えるものとする。 

(新設) 

(２) 床面積の合計が千平方メートル以上の建築物（共同住宅又は寄

宿舎を除く。）に(１)の規定による便所を設ける階においては、令

第十四条第二項の規定の例により、当該便所のうち一以上に、次に

定める基準に適合する高齢者、障害者等の利用に配慮した便房を設

けるほか、当該便房のうち一以上は、男子用及び女子用の区別がな

く利用できるものとすること。この場合において、同項中「車椅子

使用者用便房」とあるのは「（２）に定める基準に適合する便房」

と読み替えるものとする。  

(１) 床面積の合計が五百平方メートル以上の建築物又は専ら高齢

者若しくは障害者が利用する建築物に利用者の用に供する便所を

設ける場合においては、男子用及び女子用の区分がなく利用でき、

かつ、次に定める基準に適合する高齢者、障害者等の利用に配慮し

た便所を一以上設けること。ただし、共同住宅又は寄宿舎について

は、この限りでない。 

(一) 便房及びその便房のある便所の出入口の幅は、八十センチメ

ートル以上とすること。 

(一) 出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。 

(二) (一)の出入口に戸を設ける場合においては、自動的に開閉す

る構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造

とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

(二) 出入口に戸を設ける場合においては、自動的に開閉する構造

その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、か

つ、その前後に高低差がないこと。 

(三) 便房及びその便房のある便所に自動的に開閉する構造の戸

を設ける場合においては、利用者が戸に挟まれることのないよ

う、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止することができる

装置を設けること。 

(三) 自動的に開閉する構造の戸を設ける場合においては、利用者

が戸に挟まれることのないよう、利用者を感知し、戸の閉鎖を自

動的に制止することができる装置を設けること。 

(四) (一)の出入口には、通行の際に支障となる段を設けないこと。 (四) 出入口には、通行の際に支障となる段を設けないこと。 
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改 正 案 現 行 

(五) 便房及びその便房のある便所の内部は、車椅子使用者その他

の高齢者、障害者等が円滑に利用することができるよう、十分な

空間を確保し、かつ、腰掛便座、手すり、洗面器等を適切に配置

した構造とすること。 

(五) 内部は、車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が円滑に利

用することができるよう、十分な空間を確保し、かつ、腰掛便座、

手すり、洗面器等を適切に配置した構造とすること。 

(六) 便房及びその便房のある便所の床面は、粗面とし、又は滑り

にくい材料で仕上げること。 

(六) 床面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(七) 便房又はその便房のある便所に、次に定める基準に適合する

洗面器が設けられていること。 

 （イ）～（ハ） （略） 

(七) 次に定める基準に適合する洗面器が設けられていること。 

 

（イ）～（ハ） （略） 

(３) 床面積の合計が五百平方メートル以上千平方メートル未満の

建築物（共同住宅又は寄宿舎を除く。）又は床面積の合計が五百平

方メートル未満の専ら高齢者若しくは障害者が利用する建築物で

あって、（１）の規定による便所を設ける階を有するものにおいて

は、埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関

する条例（平成二十年埼玉県条例第四十二号。（８）、ヲ(１)及び

別表第二において「バリアフリー条例」という。）第六条第一項の

規定の例により、（２）に定める基準に適合する便房を一以上設け

ること。この場合において、同項中「不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する便所」とあるのは「利用

者の用に供する便所」と、「車椅子使用者用便房」とあるのは「⑵

に定める基準に適合する便房」と読み替えるものとする。 

（新設） 

(４) (２)又は（３）の規定により(２)に定める基準に適合する便房

を設けることとされる建築物以外の建築物に、利用者の用に供する

便所を設ける場合においては、(２)に定める基準に適合する便房を

一以上又は次に定める基準に適合する便房を一以上（男子用及び女

子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(２) (１)の規定により(１)に定める基準に適合する便所を設けるこ

ととされる建築物以外の建築物に、利用者の用に供する便所を設け

る場合においては、(１)に定める基準に適合する便所を一以上又は

次に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の区分

があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(一) 車椅子使用者の利用可能な空間が確保され、かつ、腰掛便座、

手すり等が適切に配置されていること。 

(一) 車椅子使用者の利用可能な空間が確保され、かつ、腰掛便座、

手すり等が適切に配置されている便房が設けられていること。 

(二) (一)の便房及びその便房のある便所の出入口は、(２)(一)、

(二)及び(四)に定める基準に適合するものとすること。 

(二) (一)の便房及びその便房のある便所の出入口は、(１)(一)、

(二)及び(四)に定める基準に適合するものとすること。 
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改 正 案 現 行 

(三) (２)(七)に定める基準に適合する洗面器が設けられている

こと。 

 

(三) (１)(七)に定める基準に適合する洗面器が設けられているこ

と。 

(５) 床面積の合計が二千平方メートル以上の(２)の規定により

(２)に定める基準に適合する便房を設けることとされる建築物に、

(２)に定める基準に適合する便房に加えて、利用者の用に供する便

所を設ける場合においては、(４)に定める基準に適合する便房を一

以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設

けること。ただし、(２)に定める基準に適合する便房を二以上設け

る場合においては、この限りでない。 

(３) 床面積の合計が二千平方メートル以上の(１)の規定により

(１)に定める基準に適合する便所を設けることとされる建築物に、

(１)に定める基準に適合する便所に加えて、利用者の用に供する便

所を設ける場合においては、(２)に定める基準に適合する便所を一

以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上）設

けること。ただし、(１)に定める基準に適合する便所を二以上設け

る場合においては、この限りでない。 

(６) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオス

トメイト（人工こう門又は人工ぼうこうを使用している者をいう。）

の利用に配慮した設備（(６)、第三号ヌ(６)及び第四号ホ(５)にお

いて「オストメイト用設備」という。）を設けた便所を一以上（男

子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けるよう

努めること。ただし、別表第三第一号イからヘまで、チからルまで、

カ（床面積の合計が二千平方メートル以上のものに限る。）、ヨか

らノまで及びヤに利用者の用に供する便所を設ける場合並びに同

号マ（床面積の合計が五十平方メートル以上のものに限る。）にお

いては、便房にオストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用

及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(４) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオス

トメイト（人工こう門又は人工ぼうこうを使用している者をいう。）

の利用に配慮した設備（(４)、第三号ヌ(６)及び第四号ホ(５)にお

いて「オストメイト用設備」という。）を設けた便所を一以上（男

子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上）設けるよう

努めること。ただし、別表第三第一号イからヘまで、チからルまで、

カ（床面積の合計が二千平方メートル以上のものに限る。）、ヨか

らノまで及びヤに利用者の用に供する便所を設ける場合並びに同

号マ（床面積の合計が五十平方メートル以上のものに限る。）にお

いては、便房にオストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用

及び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(７) （略） (５)  （略） 

(８) 床面積の合計が五百平方メートル以上の建築物（卸売市場、事

務所、共同住宅若しくは寄宿舎、下宿、遊技場、工場、自動車車庫

又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これ

らに類するものを除く。(９)において同じ。）に利用者の用に供す

る便所を設ける場合においては、バリアフリー条例第六条第二項各

号に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の区別

があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(６) 床面積の合計が五百平方メートル以上の建築物（卸売市場、事

務所、共同住宅若しくは寄宿舎、下宿、遊技場、工場、自動車車庫

又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これ

らに類するものを除く。(７)において同じ。）に利用者の用に供す

る便所を設ける場合においては、埼玉県高齢者、障害者等が円滑に

利用できる建築物の整備に関する条例（平成二十年埼玉県条例第四

十二号。ヲ(１)及び別表第二において「バリアフリー条例」という。）

第六条各号に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子

用の区分があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(９) 床面積の合計が五百平方メートル未満の建築物に利用者の用 (７) 床面積の合計が五百平方メートル未満の建築物に利用者の用
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改 正 案 現 行 

に供する便所を設ける場合においては、(８)に定める基準に適合す

る便所を一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ

一以上）設けるよう努めること。 

に供する便所を設ける場合においては、(６)に定める基準に適合す

る便所を一以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ

一以上）設けるよう努めること。 

ホ 客室 ホ 客室 

(１) （略） (１) （略） 

(２) （略） (２) （略） 

(一) 便所は、ニ(２)(一)から(五)までに定める基準に適合するも

のとすること。 

(一) 便所は、ニ(１)(一)から(五)までに定める基準に適合するも

のとすること。 

(二)・(三)  （略） (二) ・(三)  （略） 

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略） 

ヘ 敷地内の通路 ヘ 敷地内の通路 

利用者の用に供する敷地内の通路は、令第十七条各号（第二号イを

除く。）及びイ(３)の規定によるほか、次に定める基準に適合するも

のとすること。 

利用者の用に供する敷地内の通路は、令第十六条各号（第二号イを

除く。）及びイ(３)の規定によるほか、次に定める基準に適合するも

のとすること。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

ト 駐車場等（共同住宅又は寄宿舎に設けられるものを除く。） ト 駐車場等（共同住宅又は寄宿舎に設けられるものを除く。） 

  利用者の用に供する駐車場（専ら大型自動二輪車及び普通自動二

輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のためのものを除

く。第四号ト（１）において同じ。）を設ける場合においては、令

第十八条の規定の例により、車椅子使用者が円滑に利用することが

できる駐車施設（以下この表及び別表第二において「車椅子使用者

用駐車施設」という。）を設けるほか、次に定める基準に適合する

ものとすること。この場合において、同条第一項中「不特定かつ多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場」

とあるのは「利用者の用に供する駐車場」と読み替えるものとする。 

(１) 利用者の用に供する駐車場（専ら大型自動二輪車及び普通自動

二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のためのものを

除く。）を設ける場合においては、当該駐車場における自動車の全

駐車台数が二百以下の場合にあっては当該全駐車台数に五十分の

一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、その端数

を切り上げた数）以上、全駐車台数が二百一以上の場合にあっては

当該全駐車台数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数

があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数以上の車

椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下この表及

び別表第二において「車椅子使用者用駐車施設」という。）を設け

ること。 

（１） 車椅子使用者用駐車施設は、車両への乗降の用に供する部分

の表面は、できるだけ水平とすること。 

(２) 車椅子使用者用駐車施設は、令第十七条第二項第一号の規定に

よるほか、車両への乗降の用に供する部分の表面は、できるだけ水

平とすること。 

（２） （略） (３) （略） 

(一) （略） (一) （略） 

(二) 高齢者、障害者等優先停車施設に最も近い利用者の用に供す (二) 高齢者、障害者等優先停車施設に最も近い利用者の用に供す
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る出入口（チ(５)(一)に定める基準に適合するものに限る。）か

ら高齢者、障害者等優先停車施設までの通路は、令第十九条第二

項第一号の規定によるほか、チ(５)(七)に定める基準に適合する

ものとすること。 

る出入口（チ(５)(一)に定める基準に適合するものに限る。）か

ら高齢者、障害者等優先停車施設までの通路は、令第十八条第二

項第一号の規定によるほか、チ(５)(七)に定める基準に適合する

ものとすること。 

チ 移動等円滑化経路 チ 移動等円滑化経路 

(１) （略） (１)  （略） 

(一) （略） (一) （略） 

(二) 建築物又はその敷地にニ(２)又は(４)に定める基準に適合

する便房（客室に設けられるものを除く。）を設ける場合 利用

居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。

(三)において同じ。）から当該ニ(２)又は(４)に定める基準に適

合する便房までの経路 

(二) 建築物又はその敷地にニ(１)又は(２)に定める基準に適合

する便所（客室に設けられるものを除く。）を設ける場合 利用

居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道等。

(三)において同じ。）から当該ニ(１)又は(２)に定める基準に適

合する便所までの経路 

(三) （略） (三) （略） 

(２) （略） (２)  （略） 

(一) （略） (一) （略） 

(二) 一以上のニ(２)又は(４)に定める基準に適合する便房（地上

階に設けられるものに限り、客室に設けられるものを除く。） 

(二) 一以上のニ(１)又は(２)に定める基準に適合する便所（地上

階に設けられるものに限り、客室に設けられるものを除く。） 

(三) （略） (三) （略） 

(３)・(４) （略） (３) ・(４) （略） 

(５) 移動等円滑化経路は、令第十九条第二項第一号の規定によるほ

か、次に定める基準に適合するものとすること。 

(５) 移動等円滑化経路は、令第十八条第二項第一号の規定によるほ

か、次に定める基準に適合するものとすること。 

(一) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、令第十九条第二

項第二号及びワに定める基準に適合するものとすること。 

(一) 当該移動等円滑化経路を構成する出入口は、令第十八条第二

項第二号及びワに定める基準に適合するものとすること。 

(二) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、令第十九条第二

項第三号イからハまで及びイの規定によるほか、廊下等の末端の

付近に車椅子が転回することができる場所を設けること。 

(二) 当該移動等円滑化経路を構成する廊下等は、令第十八条第二

項第三号イからハまで及びイの規定によるほか、廊下等の末端の

付近に車椅子が転回することができる場所を設けること。 

(三) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、令第十九条第二

項第四号イからハまで及びハに定める基準に適合するものとす

ること。 

(三) 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路は、令第十八条第二

項第四号イからハまで及びハに定める基準に適合するものとす

ること。 

(四) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（(五)及び

(六)に定めるものを除く。）及びその乗降ロビー（(五)に定める

ものを除く。）は、令第十九条第二項第五号ロからトまで（ハを

除く。）の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとす

(四) 当該移動等円滑化経路を構成するエレベーター（(五)及び

(六)に定めるものを除く。）及びその乗降ロビー（(五)に定める

ものを除く。）は、令第十八条第二項第五号ロからトまで（ハを

除く。）の規定によるほか、次に定める基準に適合するものとす
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ること。 ること。 

(イ) 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）は、利用

居室、ニ(２)若しくは(４)に定める基準に適合する便房又は車

椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

(イ) 籠（人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。）は、利用

居室、ニ(１)若しくは(２)に定める基準に適合する便所又は車

椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

(ロ) 床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に設けら

れるエレベーターは、令第十九条第二項第五号ハ並びにチ(１)

及び(２)に定める基準に適合するものとすること。 

(ロ) 床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物に設けら

れるエレベーターは、令第十八条第二項第五号ハ並びにチ(１)

及び(２)に定める基準に適合するものとすること。 

(ハ)～(ト) （略） (ハ)～(ト) （略） 

(チ) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（令第十九条第二項

第五号ホに定める制御装置を除く。）は、視覚障害者が円滑に

操作できる構造とすること。ただし、床面積の合計が五百平方

メートル未満の建築物に設けられるエレベーター（主として視

覚障害者が利用するものを除く。(リ)及び(ヌ)において同じ。）

である場合又は主として自動車の駐車の用に供する施設に設

けられるエレベーターである場合においては、この限りでな

い。 

(チ) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置（令第十八条第二項

第五号ホに定める制御装置を除く。）は、視覚障害者が円滑に

操作できる構造とすること。ただし、床面積の合計が五百平方

メートル未満の建築物に設けられるエレベーター（主として視

覚障害者が利用するものを除く。(リ)及び(ヌ)において同じ。）

である場合又は主として自動車の駐車の用に供する施設に設

けられるエレベーターである場合においては、この限りでな

い。 

(リ)～(ル) （略）  (リ) ～(ル) （略） 

(五) 共同住宅又は寄宿舎の移動等円滑化経路を構成するエレベ

ーター（(六)に定めるものを除く。）及びその乗降ロビーは、令

第十九条第二項第五号ロからトまで（ハを除く。）並びに(四)(ニ)

から(ト)まで及び(ル)の規定によるほか、次に定める基準に適合

するものとすること。 

(五) 共同住宅又は寄宿舎の移動等円滑化経路を構成するエレベ

ーター（(六)に定めるものを除く。）及びその乗降ロビーは、令

第十八条第二項第五号ロからトまで（ハを除く。）並びに(四)(ニ)

から(ト)まで及び(ル)の規定によるほか、次に定める基準に適合

するものとすること。 

(イ) 籠は、各住戸、居住者のための共用部分である居室、ニ(２)

又は(４)に定める基準に適合する便房及び車椅子使用者用駐

車施設がある階並びに地上階に停止すること。 

(イ) 籠は、各住戸、居住者のための共用部分である居室、ニ(１)

又は(２)に定める基準に適合する便所及び車椅子使用者用駐

車施設がある階並びに地上階に停止すること。 

(ロ) 床面積の合計が二千平方メートル以上の共同住宅又は寄

宿舎に設けられるエレベーターにあっては、籠の幅は一・〇五

メートル以上とし、籠の奥行きは一・五二メートル以上とする

こと。ただし、地上階又はその直上階若しくは直下階以外の階

に居住者のための共用部分である居室、ニ(２)若しくは(４)

に定める基準に適合する便房又は車椅子使用者用駐車施設が

ある共同住宅又は寄宿舎に設けられるエレベーターにあって

は、籠の幅は一・四メートル以上とし、籠の奥行きは一・三五

(ロ) 床面積の合計が二千平方メートル以上の共同住宅又は寄

宿舎に設けられるエレベーターにあっては、籠の幅は一・〇五

メートル以上とし、籠の奥行きは一・五二メートル以上とする

こと。ただし、地上階又はその直上階若しくは直下階以外の階

に居住者のための共用部分である居室、ニ(１)若しくは(２)

に定める基準に適合する便所又は車椅子使用者用駐車施設が

ある共同住宅又は寄宿舎に設けられるエレベーターにあって

は、籠の幅は一・四メートル以上とし、籠の奥行きは一・三五
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メートル以上とするとともに、籠の平面形状は、車椅子の転回

に支障がないものとすること。 

メートル以上とするとともに、籠の平面形状は、車椅子の転回

に支障がないものとすること。 

(ハ) （略）  (ハ)  （略） 

(六) 当該移動等円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態

のエレベーターその他の昇降機は、令第十九条第二項第六号に定

める基準に適合するものとすること。 

(六) 当該移動等円滑化経路を構成する特殊な構造又は使用形態

のエレベーターその他の昇降機は、令第十八条第二項第六号に定

める基準に適合するものとすること。 

(七) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、令第十七

条第一号及び第三号並びに第十九条第二項第七号イからニまで

並びにイ(３)、ヘ(２)及び(３)並びにワに定める基準に適合する

ものとすること。 

(七) 当該移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、令第十六

条第一号及び第三号並びに第十八条第二項第七号イからニまで

並びにイ(３)、ヘ(２)及び(３)並びにワに定める基準に適合する

ものとすること。 

(八) （略） (八)  （略）                                     

リ (略） リ (略） 

ヌ 案内設備 ヌ 案内設備 

(１)  建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の高

齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した便房、車椅子使用者用

駐車施設、高齢者、障害者等優先停車施設又はエレベーターそ

の他の昇降機その他の設備の配置を表示した案内板その他の設

備（(２)、ル(１)及び別表第二において「主要な案内板」とい

う。）を設けること。ただし、当該便房、車椅子使用者用駐車

施設、高齢者、障害者等優先停車施設、エレベーターその他の

昇降機その他の設備の配置を容易に視認できる場合は、この限

りでない。 

(１)  建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の高

齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した便所、車椅子使用者用

駐車施設、高齢者、障害者等優先停車施設又はエレベーターそ

の他の昇降機その他の設備の配置を表示した案内板その他の設

備（(２)、ル(１)及び別表第二において「主要な案内板」とい

う。）を設けること。ただし、当該便所、車椅子使用者用駐車

施設、高齢者、障害者等優先停車施設、エレベーターその他の

昇降機その他の設備の配置を容易に視認できる場合は、この限

りでない。  

(２) （略） (２) （略） 

(３) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の高齢

者、障害者等の円滑な利用に配慮した便房、車椅子使用者用駐車施

設、高齢者、障害者等優先停車施設又はエレベーターその他の昇降

機その他の設備の配置を令第二十一条第二項の国土交通大臣が定

める方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 

(３) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の高齢

者、障害者等の円滑な利用に配慮した便所、車椅子使用者用駐車施

設、高齢者、障害者等優先停車施設又はエレベーターその他の昇降

機その他の設備の配置を令第二十条第二項の国土交通大臣が定め

る方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 

(４)・(５) （略） (４) ・(５) （略） 

ル 視覚障害者移動等円滑化経路 ル 視覚障害者移動等円滑化経路 

(１) 道等から主要な案内板（点字、音声その他の方法により視覚障

害者を案内するものに限る。）、ヌ(３)の規定による設備又はヌ(４)

の規定による案内所までの利用者の用に供する経路は、そのうち一

(１) 道等から主要な案内板（点字、音声その他の方法により視覚障

害者を案内するものに限る。）、ヌ(３)の規定による設備又はヌ(４)

の規定による案内所までの利用者の用に供する経路は、そのうち一
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以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路（(２)及び別表第二に

おいて「視覚障害者移動等円滑化経路」という。）とすること。た

だし、令第二十二条第一項ただし書に規定する場合は、この限りで

ない。 

以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路（(２)及び別表第二に

おいて「視覚障害者移動等円滑化経路」という。）とすること。た

だし、令第二十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りで

ない。 

(２) 視覚障害者移動等円滑化経路は、令第二十二条第二項に定める

基準に適合するものとすること。 

(２) 視覚障害者移動等円滑化経路は、令第二十一条第二項に定める

基準に適合するものとすること。 

ヲ 育児用施設 （略） ヲ 育児用施設 （略） 

ワ 出入口 ワ 出入口 

利用者の用に供する出入口は、ニ(２)(三)に定める基準に適合する

ものとするほか、全面が透明な戸を設ける場合においては、戸に衝突

を防止する措置を講じたものとすること。 

利用者の用に供する出入口は、ニ(１)(三)に定める基準に適合する

ものとするほか、全面が透明な戸を設ける場合においては、戸に衝突

を防止する措置を講じたものとすること。 

カ 浴室等 カ 浴室等 

多数の利用者の用に供する浴室、シャワー室又は更衣室（住戸又は

客室の内部に設けられるものを除く。カ及び別表第二において「浴室

等」という。）を設ける場合においては、それぞれ一以上（男子用及

び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）の浴室等は、次に定

める基準に適合するものとすること。 

多数の利用者の用に供する浴室、シャワー室又は更衣室（住戸又は

客室の内部に設けられるものを除く。カ及び別表第二において「浴室

等」という。）を設ける場合においては、それぞれ一以上（男子用及

び女子用の区分があるときは、それぞれ一以上）の浴室等は、次に定

める基準に適合するものとすること。 

(１) 出入口は、令第十六条第二項第二号ロ並びにニ(２)(三)及び

(四)に定める基準に適合するものとすること。 

(１) 出入口は、令第十五条第二項第二号ロ並びにニ(１)(三)及び

(四)に定める基準に適合するものとすること。 

(２)～(５) （略） （２)～(５) （略） 

ヨ 客席 ヨ 客席 

劇場、映画館、演芸場、観覧場、集会場又は公会堂の客席の部分は、

次に定める基準に適合するものとすること。 

劇場、映画館、演芸場、観覧場、集会場又は公会堂の客席の部分は、

次に定める基準に適合するものとすること。 

(１) 床面積の合計が五百平方メートル以上の建築物で客席に設け

る座席が床に固定されている場合は、令第十五条の規定による車椅

子使用者用部分が設けられていること。 

（１） 奥行きを一・二メートル以上、幅を九十センチメートル以上

とする車椅子使用者用の客席が設けられていること。 

 

(２) 床面積の合計が五百平方メートル未満の建築物又は客席に設

ける座席が床に固定されていない場合は、令第十五条に規定する国

土交通大臣が定める基準に適合する車椅子使用者用部分が一以上

設けられていること。 

（新設） 

  

(３) 出入口から(１)又は（２）に定める基準に適合する車椅子使用

者用部分までの経路は、次に定める基準に適合するものとするこ

(２) 客席の部分の移動等円滑化経路を構成する出入口から(１)に

定める基準に適合する客席までの経路は、次に定める基準に適合す
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と。  るものとすること。 

(一) （略） (一) （略） 

(二) 高低差がある場合においては、令第十一条第一号並びに第十

九条第二項第四号イ及びロに定める基準に適合する傾斜路を設

けること。 

(二) 高低差がある場合においては、令第十一条第一号並びに第十

八条第二項第四号イ及びロに定める基準に適合する傾斜路を設

けること。 

(４) 客席に設ける座席（床に固定されていない場合を含む。）の総

数が次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める数以上の（１）又は（２）

に定める基準に適合する車椅子使用者用部分を設けるよう努める

こと。 

(３) 客席の総数が二百以下の場合にあっては当該客席の総数に五

十分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、そ

の端数を切り上げた数）以上、客席の総数が二百一以上の場合にあ

っては当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満

の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数以

上の(１)に定める基準に適合する客席を設けるよう努めること。 

(一) 当該客席に設ける座席の総数が百以下の場合にあっては二 （新設） 

(二) 当該客席に設ける座席の総数が百一以上二百以下の場合に

あっては当該座席の総数に五十分の一を乗じて得た数（その数に

一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

（新設） 

(三) 当該客席に設ける座席の総数が二百一以上の場合にあって

は当該座席の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の

端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数 

（新設） 

  

(５) （４）の規定により客席に設ける座席の総数の区分に応じ算定

した数以上、難聴者の聴力を補うための装置を設けるよう努めるこ

と。 

(４) 客席の総数が二百以下の場合にあっては当該客席の総数に五

十分の一を乗じて得た数（その数に一未満の端数があるときは、そ

の端数を切り上げた数）以上、客席の総数が二百一以上の場合にあ

っては当該客席の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満

の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に二を加えた数以

上の客席に、難聴者の聴力を補うための装置を設けるよう努めるこ

と。 

タ・レ （略） タ・レ （略） 

ソ 増築等に関する適用範囲 ソ 増築等に関する適用範囲 

(１) 建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え（建

築物の用途を変更して生活関連施設とすることを含む。ソ及びネに

おいて「増築等」という。）をする場合（(２)に定める建築物の増

築等の場合を除く。）においては、この号の規定は、次に掲げる建

築物の部分に限り適用する。 

(１) 建築物の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え（建

築物の用途を変更して生活関連施設とすることを含む。ソ及びネに

おいて「増築等」という。）をする場合（(２)に定める建築物の増

築等の場合を除く。）においては、この号の規定は、次に掲げる建

築物の部分に限り適用する。 
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(一)～（三）（略） (一) ～(三) （略） 

(四) (一)に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設

けられていないときは、道等。(六)において同じ。）からニ(２)

に定める基準に適合する便房（(三)に掲げる便所にニ(２)に定め

る基準に適合する便房が設けられていないときは、ニ(４)に定め

る基準に適合する便房）までの一以上の経路を構成する廊下等、

階段、傾斜路、敷地内の通路、エレベーターその他の昇降機及び

出入口 

(四) (一)に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設

けられていないときは、道等。(六)において同じ。）からニ(１)

に定める基準に適合する便所（(三)に掲げる便所にニ(１)に定め

る基準に適合する便所が設けられていないときは、ニ(２)に定め

る基準に適合する便所）までの一以上の経路を構成する廊下等、

階段、傾斜路、敷地内の通路、エレベーターその他の昇降機及び

出入口 

(五)・(六) （略） (五)・(六) （略） 

(２) (略)  (２)  (略) 

ツ・ネ （略） ツ・ネ （略） 

二 小規模建築物（床面積（車庫等床面積を除く。）の合計が、二百平方

メートル未満の建築物（別表第三第一号イ、ロ、ニからヘまで、リ、ル、

タ、レ、ツ、ウからノまで及びマ並びに第二号ロを除く。）及び百五十

平方メートル未満の同表第一号リ及び第二号ロの店舗をいう。）に関す

る整備基準 

二 小規模建築物（床面積（車庫等床面積を除く。）の合計が、二百平方

メートル未満の建築物（別表第三第一号イ、ロ、ニからヘまで、リ、ル、

タ、レ、ツ、ウからノまで及びマ並びに第二号ロを除く。）及び百五十

平方メートル未満の同表第一号リ及び第二号ロの店舗をいう。）に関す

る整備基準 

イ・ロ （略）  イ・ロ （略）  

ハ 便所 ハ 便所 

(１) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、当該便所

は、前号ニ(４)に定める基準に適合するものとするよう努めるこ

と。 

(１) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、当該便所

は、前号ニ(２)に定める基準に適合するものとするよう努めるこ

と。 

(２) (１)の規定による前号ニ(４)(一)の便房及びその便房のある

便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が利用可能な便房

が設けられている旨の適切な表示をするよう努めること。 

(２) (１)の規定による前号ニ(２)(一)の便房及びその便房のある

便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が利用可能な便所

が設けられている旨の適切な表示をするよう努めること。 

三 公共交通機関の施設に関する整備基準 三 公共交通機関の施設に関する整備基準 

イ～ト （略） イ～ト （略） 

チ 昇降機 チ 昇降機 

(１) 移動円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビーは、令

第十九条第二項第五号ロからトまで（ハを除く。）並びに第一号チ

(５)(四)(ニ)から(ト)までの規定によるほか、次に定める基準に適

合するものとすること。 

(１) 移動円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビーは、令

第十八条第二項第五号ロからトまで（ハを除く。）並びに第一号チ

(５)(四)(ニ)から(ト)までの規定によるほか、次に定める基準に適

合するものとすること。 

(一)～（七） （略）  (一)～（七） （略）  

(２)・（３） （略） (２)・（３） （略） 
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リ （略） リ （略） 

ヌ 便所 ヌ 便所 

(１)  利用者の用に供する便所を設ける場合においては、出入口付

近に、男子用及び女子用の区別（当該区別がある場合に限る。）並

びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すた

めの設備を設けること。 

(１) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、出入口付近

に、男子用及び女子用の区分（当該区分がある場合に限る。）並び

に便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すため

の設備を設けること。 

(２) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第一号ニ

(２)に定める基準に適合する便房を一以上設け、出入口又はその付

近に、当該便房が設けられている旨の適切な表示をすること。 

(２) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第一号ニ

(１)に定める基準に適合する便所を一以上設け、出入口又はその付

近に、当該便所が設けられている旨の適切な表示をすること。 

(３) (２)に定める基準に適合する便房に加えて、利用者の用に供す

る便所を設ける場合においては、第一号ニ(４)に定める基準に適合

する便房を一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

れ一以上）設けるよう努め、同号ニ(４)(一)の便房及びその便房の

ある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が利用可能な

便房が設けられている旨の適切な表示をすること。 

(３) (２)に定める基準に適合する便所に加えて、利用者の用に供す

る便所を設ける場合においては、第一号ニ(２)に定める基準に適合

する便所を一以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞ

れ一以上）設けるよう努め、同号ニ(２)(一)の便房及びその便房の

ある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が利用可能な

便所が設けられている旨の適切な表示をすること。 

(４) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合に

おいては、第一号ニ(７)に定める基準に適合するものとすること。 

(４) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合に

おいては、第一号ニ(５)に定める基準に適合するものとすること。 

(５) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第一号ニ

(８)に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の区

別があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(５) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第一号ニ

(６)に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の区

分があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(６)  利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオ

ストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の区別

があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(６)  利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオ

ストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の区分

があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

ル～ヨ （略） ル～ヨ （略） 

四 公園に関する整備基準 四 公園に関する整備基準 

イ～ニ （略） イ～ニ （略） 

ホ 便所 ホ 便所 

(１) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第一号ニ

(２)に定める基準に適合する便房を一以上設け、出入口又はその付

近に、当該便房が設けられている旨の適切な表示をすること。 

(１) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第一号ニ

(１)に定める基準に適合する便所を一以上設け、出入口又はその付

近に、当該便所が設けられている旨の適切な表示をすること。 

(２) (１)に定める基準に適合する便所に加えて、利用者の用に供す

る便所を設ける場合においては、第一号ニ(４)に定める基準に適合

する便房を一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞ

(２) (１)に定める基準に適合する便所に加えて、利用者の用に供す

る便所を設ける場合においては、第一号ニ(２)に定める基準に適合

する便所を一以上（男子用及び女子用の区分があるときは、それぞ
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れ一以上）設けるよう努め、同号ニ(４)(一)の便房及びその便房の

ある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が利用可能な

便房が設けられている旨の適切な表示をすること。 

れ一以上）設けるよう努め、同号ニ(２)(一)の便房及びその便房の

ある便所の出入口又はその付近に、高齢者、障害者等が利用可能な

便所が設けられている旨の適切な表示をすること。 

(３) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合に

おいては、第一号ニ(７)に定める基準に適合するものとすること。 

(３) 利用者の用に供する男子用小便器のある便所を設ける場合に

おいては、第一号ニ(５)に定める基準に適合するものとすること。 

(４) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第一号ニ

(８)に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の区

別があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(４) 利用者の用に供する便所を設ける場合においては、第一号ニ

(６)に定める基準に適合する便所を一以上（男子用及び女子用の区

分があるときは、それぞれ一以上）設けること。 

(５)  利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオ

ストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の区別

があるときは、それぞれ一以上）設けること 

(５)  利用者の用に供する便所を設ける場合においては、便房にオ

ストメイト用設備を設けた便所を一以上（男子用及び女子用の区分

があるときは、それぞれ一以上）設けること 

ヘ （略） ヘ （略） 

ト 駐車場等 ト 駐車場等 

(１) 利用者の用に供する駐車場を設ける場合においては、令第十八

条の規定の例により、車椅子使用者用駐車施設を設けること。この

場合において、同条第一項中「不特定かつ多数の者が利用し、又は

主として高齢者、障害者等が利用する駐車場」とあるのは「利用者

の用に供する駐車場」と読み替えるものとする。 

(１) 利用者の用に供する駐車場を設ける場合においては、第一号ト

(１)に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。 

(２)～（４）（略） (２)～（４）  （略） 

チ～ヌ （略） チ～ヌ （略） 

五・六 （略） 五・六 （略） 

  

別表第二（第三条、第五条関係） 別表第二（第三条、第五条関係） 

 生活関連

施設又は

特定生活

関連施設

の区分 

図書   生活関連

施設又は

特定生活

関連施設

の区分 

図書  

 

種類 明示すべき事項 

  

種類 明示すべき事項 

 

 建築物 一 付近見取

図 

（略）   建築物 一 付近見取

図 

（略）  

   二 

配

置

  縮尺、方位、敷地の境界線、土地

の高低、敷地の接する道等の位

置、移動等円滑化経路を構成する

    二 

配

置

  縮尺、方位、敷地の境界線、土地

の高低、敷地の接する道等の位

置、移動等円滑化経路を構成する
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図 各部分の位置、視覚障害者移動等

円滑化経路（別表第一第一号ル

(１)ただし書に規定する同号ル

(２)に定める基準に適合する経

路を含む。以下同じ。）を構成す

る各部分の位置、建築物及びその

出入口の位置、特殊な構造又は使

用形態のエレベーターの位置、主

要な案内板の位置、駐車場の位置

及び数（当該駐車場を二以上設け

る場合にあっては、当該駐車場に

設ける駐車施設の総数）、車椅子

使用者用駐車施設の数、位置及び

幅、車椅子使用者が駐車場を利用

する上で支障がないものとして

令第十八条ただし書に規定する

国土交通大臣が定める場合に該

当することを確認するために必

要な事項、車寄せの位置、高齢者、

障害者等優先停車施設の位置、敷

地内の通路の位置及び幅（当該通

路が段、排水溝又は傾斜路及びそ

の踊場を有する場合にあっては、

それらの位置及び幅を含む。）、

敷地内の通路に設けられる線状

ブロック等及び点状ブロック等

の位置、敷地内の通路に設けられ

る手すりの位置並びに敷地内の

車路の位置 

図 各部分の位置、視覚障害者移動等

円滑化経路（別表第一第一号ル

(１)ただし書に規定する同号ル

(２)に定める基準に適合する経

路を含む。以下同じ。）を構成す

る各部分の位置、建築物及びその

出入口の位置、特殊な構造又は使

用形態のエレベーターの位置、主

要な案内板の位置、駐車場の位

置、車椅子使用者用駐車施設の位

置及び幅、車寄せの位置、高齢者、

障害者等優先停車施設の位置、敷

地内の通路の位置及び幅（当該通

路が段、排水溝又は傾斜路及びそ

の踊場を有する場合にあっては、

それらの位置及び幅を含む。）、

敷地内の通路に設けられる線状

ブロック等及び点状ブロック等

の位置、敷地内の通路に設けられ

る手すりの位置並びに敷地内の

車路の位置 

   三 各階平面

図 

縮尺、方位、間取り、各室の用途、

床の高低、移動等円滑化経路を構

成する各部分の位置、視覚障害者

移動等円滑化経路を構成する各

    三 各階平面

図 

縮尺、方位、間取り、各室の用途、

床の高低、移動等円滑化経路を構

成する各部分の位置、視覚障害者

移動等円滑化経路を構成する各
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部分の位置、建築物の出入口及び

各室の出入口の位置及び幅、出入

口に設けられる戸の開閉の方法、

廊下等の位置及び幅（当該廊下等

が段を有する場合にあっては、そ

れらの位置及び幅を含む。）、廊

下等に設けられる線状ブロック

等及び点状ブロック等並びに突

出物等の位置、傾斜路の位置及び

幅（当該傾斜路が踊場を有する場

合にあっては、踊場の位置及び幅

を含む。）、傾斜路に設けられる

手すり及び点状ブロック等の位

置、階段の位置、幅及び形状（当

該階段が踊場を有する場合にあ

っては、踊場の位置及び幅を含

む。）、階段に設けられる手すり

及び点状ブロック等の位置、昇降

機の位置、別表第一第一号ニ

（１）、(２)、(４)及び(６)から

(８)までに定めるそれぞれの基

準に適合する便所及び便房（バリ

アフリー条例第六条第二項第一

号ただし書に規定する場所を含

む。）の位置、別表第一第一号カ

に定める基準に適合する浴室等

の位置並びに出入口の位置及び

幅、同号ホに定める基準に適合す

る客室の位置並びに出入口の位

置及び幅、客席に設ける座席の名

称、位置及び数、客席の部分に設

けられる同号ヨに定める基準に

適合する車椅子使用者用部分の

部分の位置、建築物の出入口及び

各室の出入口の位置及び幅、出入

口に設けられる戸の開閉の方法、

廊下等の位置及び幅（当該廊下等

が段を有する場合にあっては、そ

れらの位置及び幅を含む。）、廊

下等に設けられる線状ブロック

等及び点状ブロック等並びに突

出物等の位置、傾斜路の位置及び

幅（当該傾斜路が踊場を有する場

合にあっては、踊場の位置及び幅

を含む。）、傾斜路に設けられる

手すり及び点状ブロック等の位

置、階段の位置、幅及び形状（当

該階段が踊場を有する場合にあ

っては、踊場の位置及び幅を含

む。）、階段に設けられる手すり

及び点状ブロック等の位置、昇降

機の位置、別表第一第一号ニ

(１)、(２)及び(４)から(６)まで

に定めるそれぞれの基準に適合

する便所及び便房（バリアフリー

条例第六条第一号ただし書に規

定する場所を含む。）の位置、別

表第一第一号カに定める基準に

適合する浴室等の位置並びに出

入口の位置及び幅、同号ホに定め

る基準に適合する客室の位置並

びに出入口の位置及び幅、客席の

部分に設けられる同号ヨに定め

る基準に適合する車椅子使用者

用の客席の位置、奥行き及び幅、

出入口から車椅子使用者用の客
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位置、数、奥行き及び幅、出入口

から車椅子使用者用部分までの

通路の位置及び幅（当該通路が傾

斜路を有する場合にあっては、そ

れらの位置及び幅を含む。）並び

に難聴者の聴力を補うための装

置の位置、同号タに定める基準に

適合するカウンター等の位置、標

識又は案内設備の位置、同号ヌ

(５)に定める基準に適合する避

難口誘導灯の位置、駐車場の位

置、車椅子使用者用駐車施設の位

置及び幅、駐車場へ通ずる建築物

の出入口から車椅子使用者用駐

車施設までの駐車場内の通路の

位置及び幅（当該通路が段、排水

溝又は傾斜路及びその踊場を有

する場合にあっては、それらの位

置及び幅を含む。）、高齢者、障

害者等優先停車施設の位置、幅及

び奥行き、高齢者、障害者等優先

停車施設に通ずる建築物の出入

口から高齢者、障害者等優先停車

施設までの通路の位置及び幅（当

該通路が段、排水溝又は傾斜路及

びその踊場を有する場合にあっ

ては、それらの位置及び幅を含

む。）、育児用施設の位置並びに

休憩設備の位置 

席までの通路の位置及び幅（当該

通路が傾斜路を有する場合にあ

っては、それらの位置及び幅を含

む。）並びに難聴者の聴力を補う

ための装置の位置、同号タに定め

る基準に適合するカウンター等

の位置、標識又は案内設備の位

置、同号ヌ(５)に定める基準に適

合する避難口誘導灯の位置、駐車

場の位置、車椅子使用者用駐車施

設の位置及び幅、駐車場へ通ずる

建築物の出入口から車椅子使用

者用駐車施設までの駐車場内の

通路の位置及び幅（当該通路が

段、排水溝又は傾斜路及びその踊

場を有する場合にあっては、それ

らの位置及び幅を含む。）、高齢

者、障害者等優先停車施設の位

置、幅及び奥行き、高齢者、障害

者等優先停車施設に通ずる建築

物の出入口から高齢者、障害者等

優先停車施設までの通路の位置

及び幅（当該通路が段、排水溝又

は傾斜路及びその踊場を有する

場合にあっては、それらの位置及

び幅を含む。）、育児用施設の位

置並びに休憩設備の位置 

   四 

縦

断

面

(略) （略）     四 

縦

断

面

(略) （略）  
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図 図 

   五 

構

造

詳

細

図 

イ 

昇

降

機 

（略）     五 

構

造

詳

細

図 

イ 

昇

降

機 

（略）  

     ロ 

便

所 

縮尺並びに別表第一第一号ニ

（１）、(２)、(４)及び(６)から

(８)までに定める基準に適合す

る便所及び便房（バリアフリー条

例第六条第二項第一号ただし書

に規定する場所を含む。）の構造 

      ロ 

便

所 

縮尺並びに別表第一第一号ニ

(１)、(２)及び(４)から(６)まで

に定める基準に適合する便所及

び便房（バリアフリー条例第六条

第一号ただし書に規定する場所

を含む。）の構造 

 

     ハ 

浴

室

等 

（略）       ハ 

浴

室

等 

（略）  

     ニ 

客

室 

（略）       ニ 

客

室 

（略）  

 小規模建

築物 

一 付近見取

図 

（略）   小規模建

築物 

一 付近見取

図 

（略）  

   二 

配

置

図 

  （略）     二 

配

置

図 

  （略）  

   三 各階平面

図 

（略）     三 各階平面

図 

（略）  

   四 

縦

断

面

図 

(略) （略）     四 

縦

断

面

図 

(略) （略）  
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   五 

構

造

詳

細

図 

便所 （略）     五 

構

造

詳

細

図 

便所 （略）  

 公共交通

機関の施

設 

一 付近見取

図 

（略）   公共交通

機関の施

設 

一 付近見取

図 

（略）  

 二 

配

置

図 

  （略）   二 

配

置

図 

  （略）  

   三 各階平面

図 

縮尺、方位、間取り、各室の用途、

床の高低、移動円滑化経路を構成

する各部分の位置、公共交通機関

の施設の出入口及び各室の出入

口の位置及び幅、出入口に設けら

れる戸の開閉の方法、改札口の位

置及び幅、通路等に敷設された線

状ブロック等及び点状ブロック

等の位置、通路等の位置及び幅

（当該通路等が段又は排水溝を

有する場合にあっては、それらの

位置及び幅を含む。）、通路等に

設けられる戸の開閉の方法及び

照明設備の位置、傾斜路の位置及

び幅（当該傾斜路が踊場を有する

場合にあっては、踊場の位置及び

幅を含む。）、傾斜路に設けられ

る手すりの位置、階段の位置、幅

及び形状（当該階段が踊場を有す

る場合にあっては、踊場の位置及

び幅を含む。）、階段に設けられ

    三 各階平面

図 

縮尺、方位、間取り、各室の用途、

床の高低、移動円滑化経路を構成

する各部分の位置、公共交通機関

の施設の出入口及び各室の出入

口の位置及び幅、出入口に設けら

れる戸の開閉の方法、改札口の位

置及び幅、通路等に敷設された線

状ブロック等及び点状ブロック

等の位置、通路等の位置及び幅

（当該通路等が段又は排水溝を

有する場合にあっては、それらの

位置及び幅を含む。）、通路等に

設けられる戸の開閉の方法及び

照明設備の位置、傾斜路の位置及

び幅（当該傾斜路が踊場を有する

場合にあっては、踊場の位置及び

幅を含む。）、傾斜路に設けられ

る手すりの位置、階段の位置、幅

及び形状（当該階段が踊場を有す

る場合にあっては、踊場の位置及

び幅を含む。）、階段に設けられ
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る手すり及び照明設備の位置、昇

降機の位置、乗降場の位置、乗降

場に設けられる照明設備及び鉄

道車両の車椅子スペースに通ず

る乗降口の表示、別表第一第一号

ニ(２)、(４)、(７)及び(８)に定

める基準に適合する便所及び便

房（バリアフリー条例第六条第二

項第一号ただし書に規定する場

所を含む。）の位置、同表第三号

ヌ(１)の設備の位置、同号ヌ(６)

の便房の位置、同号ルに定める基

準に適合するカウンター等の位

置、案内板又は表示板の位置、同

号ヲ(５)に定める基準に適合す

る避難口誘導灯の位置、同号ワに

定める基準に適合する券売機の

位置、育児用施設の位置並びに休

憩設備の位置 

る手すり及び照明設備の位置、昇

降機の位置、乗降場の位置、乗降

場に設けられる照明設備及び鉄

道車両の車椅子スペースに通ず

る乗降口の表示、別表第一第一号

ニ(１)、(２)、(５)及び(６)に定

める基準に適合する便所及び便

房（バリアフリー条例第六条第一

号ただし書に規定する場所を含

む。）の位置、同表第三号ヌ(１)

の設備の位置、同号ヌ(６)の便房

の位置、同号ルに定める基準に適

合するカウンター等の位置、案内

板又は表示板の位置、同号ヲ(５)

に定める基準に適合する避難口

誘導灯の位置、同号ワに定める基

準に適合する券売機の位置、育児

用施設の位置並びに休憩設備の

位置 

   四 

縦

断

面

図 

(略) （略）     四 

縦

断

面

図 

(略) （略）  

   五 

構

造

詳

細

図 

イ 

昇

降

機 

（略）     五 

構

造

詳

細

図 

イ 

昇

降

機 

（略）  

     ロ 

便

所 

縮尺並びに別表第一第一号ニ

(２)、(４)、(７)及び(８)に定め

る基準に適合する便所及び便房

      ロ 

便

所 

縮尺並びに別表第一第一号ニ

(１)、(２)、(５)及び(６)に定め

る基準に適合する便所及び便房
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（バリアフリー条例第六条第二

項第一号ただし書に規定する場

所を含む。）の構造並びに同表第

三号ヌ(１)の設備及び同号ヌ

(６)の便房の構造 

（バリアフリー条例第六条第一

号ただし書に規定する場所を含

む。）の構造並びに同表第三号ヌ

(１)の設備及び同号ヌ(６)の便

房の構造 

 公園 一 付近見取

図 

（略）   公園 一 付近見取

図 

（略）  

   二 

平

面

図 

  縮尺、方位、敷地の境界線、土地

の高低、敷地の接する道の位置、

公園の出入口の位置及び幅（当該

出入口が車止めを有する場合に

あってはその位置を含む。）、主

たる園路の位置及び幅員（当該主

たる園路が段又は排水溝を有す

る場合にあっては、それらの位置

及び幅を含む。）、主たる園路に

設けられる点状ブロック等の位

置、傾斜路の位置及び幅（当該傾

斜路が踊場を有する場合にあっ

ては、踊場の位置及び幅を含

む。）、傾斜路に設けられる手す

り及び点状ブロック等の位置、階

段の位置、幅及び形状（当該階段

が踊場を有する場合にあっては、

踊場の位置及び幅を含む。）、階

段に設けられる手すり及び点状

ブロック等の位置、別表第一第一

号ニ(２)、(４)、(７)及び(８)

に定める基準に適合する便所及

び便房（バリアフリー条例第六条

第二項第一号ただし書に規定す

る場所を含む。）の位置、同表第

四号ホ(５)の便房の位置、案内板

    二 

平

面

図 

  縮尺、方位、敷地の境界線、土地

の高低、敷地の接する道の位置、

公園の出入口の位置及び幅（当該

出入口が車止めを有する場合に

あってはその位置を含む。）、主

たる園路の位置及び幅員（当該主

たる園路が段又は排水溝を有す

る場合にあっては、それらの位置

及び幅を含む。）、主たる園路に

設けられる点状ブロック等の位

置、傾斜路の位置及び幅（当該傾

斜路が踊場を有する場合にあっ

ては、踊場の位置及び幅を含

む。）、傾斜路に設けられる手す

り及び点状ブロック等の位置、階

段の位置、幅及び形状（当該階段

が踊場を有する場合にあっては、

踊場の位置及び幅を含む。）、階

段に設けられる手すり及び点状

ブロック等の位置、別表第一第一

号ニ(１)、(２)、(５)及び(６)

に定める基準に適合する便所及

び便房（バリアフリー条例第六条

第一号ただし書に規定する場所

を含む。）の位置、同表第四号ホ

(５)の便房の位置、案内板又は表
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又は表示板の位置、駐車場の位置

及び数（当該駐車場を二以上設け

る場合にあっては、当該駐車場に

設ける駐車施設の総数）、車椅子

使用者用駐車施設の数、位置及び

幅、車椅子使用者が駐車場を利用

する上で支障がないものとして

令第十八条ただし書に規定する

国土交通大臣が定める場合に該

当することを確認するために必

要な事項、同号イに定める基準に

適合する出入口から車椅子使用

者用駐車施設までの通路の位置

及び幅（当該通路が段又は排水溝

を有する場合にあっては、それら

の位置及び幅を含む。）、同号ト

(４)に定める基準に適合する高

齢者、障害者等の自動車への円滑

な乗降に供する自動車の停車の

ための部分の位置、幅及び奥行

き、同号イに定める基準に適合す

る出入口から同号ト(４)に定め

る基準に適合する高齢者、障害者

等の自動車への円滑な乗降に供

する自動車の停車のための部分

までの通路の位置及び幅（当該通

路が段又は排水溝を有する場合

にあっては、それらの位置及び幅

を含む。）、育児用施設の位置、

休憩設備の位置並びに点状ブロ

ック等その他の高齢者、障害者等

の転落を防止するための設備又

は柵の位置 

示板の位置、駐車場の位置、車椅

子使用者用駐車施設の位置及び

幅、同号イに定める基準に適合す

る出入口から車椅子使用者用駐

車施設までの通路の位置及び幅

（当該通路が段又は排水溝を有

する場合にあっては、それらの位

置及び幅を含む。）、同号ト(４)

に定める基準に適合する高齢者、

障害者等の自動車への円滑な乗

降に供する自動車の停車のため

の部分の位置、幅及び奥行き、同

号イに定める基準に適合する出

入口から同号ト(４)に定める基

準に適合する高齢者、障害者等の

自動車への円滑な乗降に供する

自動車の停車のための部分まで

の通路の位置及び幅（当該通路が

段又は排水溝を有する場合にあ

っては、それらの位置及び幅を含

む。）、育児用施設の位置、休憩

設備の位置並びに点状ブロック

等その他の高齢者、障害者等の転

落を防止するための設備又は柵

の位置 
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   三 

縦

断

面

図 

(略) （略）     三 

縦

断

面

図 

(略) （略）  

   四 

構

造

詳

細

図 

便所 縮尺並びに別表第一第一号ニ

(２)、(４)、(７)及び(８)に定め

る基準に適合する便所及び便房

（バリアフリー条例第六条第二

項第一号ただし書に規定する便

所以外の場所を含む。）の構造並

びに同表第四号ホ(５)の便房の

構造 

    四 

構

造

詳

細

図 

便所 縮尺並びに別表第一第一号ニ

(１)、(２)、(５)及び(６)に定め

る基準に適合する便所及び便房

（バリアフリー条例第六条第一

号ただし書に規定する便所以外

の場所を含む。）の構造並びに同

表第四号ホ(５)の便房の構造 

 

 道路 （略）（略） （略）   道路 （略）（略） （略）  

 路外駐車

場 

（略）（略） （略）   路外駐車

場 

（略）（略） （略）  

  

別表第三（第四条関係） （略） 別表第三（第四条関係） （略） 

様式第１号～様式第７号 （略） 様式第１号～様式第７号 （略） 

 


